
平
成
三
十
年
度

博
士
（
文
学
）
学
位
請
求
論
文

内
容
及
び
審
査
の
要
旨

佐
野

真
人

平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
儀
礼
整
備
史
の
基
礎
的
研
究

皇
學
館
大
学
大
学
院



学
位
請
求
論
文

佐
野
真
人
「
平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
儀
礼
整
備
史
の
基
礎
的
研
究
」

審
査
報
告

佐
野
真
人
氏
の
学
位
請
求
論
文
は
、
桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識
の
再
検
討
と
い
う
問
題
視
角
か
ら
出
発
し
、
桓
武
～
嵯
峨
天
皇
朝
に
お
け
る
儀
礼

整
備
が
、
天
智
天
皇
系
新
王
朝
意
識
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
特
に
正
月
儀
礼
に
お
け
る
変
遷
、
新
儀
礼
の
導
入
と

そ
の
背
景
を
、
文
徳
・
清
和
天
皇
朝
以
降
も
視
野
に
入
れ
て
考
察
し
、
総
じ
て
平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
儀
礼
秩
序
の
形
成
過
程
を
解
明
し
よ
う

と
し
た
労
作
で
あ
る
。
本
論
は
、
二
部
に
分
か
れ
、
都
合
十
四
章
よ
り
な
る
。
各
章
の
題
目
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
論

本
論
文
の
視
点

第
一
部

桓
武
天
皇
朝
の
皇
統
意
識
の
再
検
討
と
儀
礼
の
導
入

第
一
章

桓
武
天
皇
と
儀
礼
・
祭
祀

第
二
章

日
本
に
お
け
る
昊
天
祭
祀
の
受
容

第
三
章

奈
良
時
代
に
見
ら
れ
る
郊
祀
の
知
識
―
天
平
三
年
の
対
策
と
聖
武
天
皇
即
位
に
関
連
し
て
―

第
四
章

山
陵
祭
祀
よ
り
見
た
皇
統
意
識
の
再
検
討

第
五
章

古
代
日
本
の
宗
廟
観
―
「
宗
廟
＝
山
陵
」
概
念
の
再
検
討
―

第
六
章

「
不
改
常
典
」
に
関
す
る
覚
書

第
二
部

古
代
正
月
儀
礼
の
整
備
と
変
質

第
七
章

天
地
四
方
拝
の
受
容
―
『
礼
記
』
思
想
の
享
受
に
関
連
し
て
―

第
八
章

唐
帝
拝
礼
作
法
管
見
―
『
大
唐
開
元
礼
』
に
見
え
る
「
皇
帝
再
拝
又
再
拝
」
表
記
に
つ
い
て
―

第
九
章

「
儀
仗
旗
」
に
関
す
る
一
考
察

第
十
章

正
月
朝
覲
行
幸
成
立
の
背
景
―
東
宮
学
士
滋
野
貞
主
の
学
問
的
影
響
―

第
十
一
章

朝
賀
儀
と
天
皇
元
服
・
立
太
子
―
清
和
天
皇
朝
以
降
の
朝
賀
儀
を
中
心
に
―

第
十
二
章

延
長
七
年
元
日
朝
賀
儀
の
習
礼
―
『
醍
醐
天
皇
御
記
』
『
吏
部
王
記
』
に
見
る
朝
賀
儀
の
断
片
―



第
十
三
章

小
朝
拝
の
成
立

第
十
四
章

皇
后
拝
賀
儀
礼
と
二
宮
大
饗

結
論

初
出
一
覧

参
考
文
献
一
覧

序
論
は
、
平
安
時
代
前
期
の
儀
礼
整
備
が
、
天
智
天
皇
系
新
王
朝
概
念
に
よ
る
皇
統
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
従
来
の
見
解
を
再
検
討
す

る
必
要
性
を
説
き
、
本
論
文
の
研
究
視
角
を
示
す
。

第
一
部
は
、
桓
武
天
皇
朝
の
皇
統
意
識
の
再
検
討
と
儀
礼
の
導
入
に
つ
い
て
論
じ
た
六
章
よ
り
な
る
。
各
章
の
概
要
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。第

一
章
「
桓
武
天
皇
と
儀
礼
・
祭
祀
」
で
は
、
桓
武
天
皇
は
、
生
母
の
出
自
の
低
さ
を
理
由
に
、
立
太
子
の
時
点
か
ら
多
く
の
反
対
勢
力
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
、
皇
位
の
正
統
性
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
と
認
識
し
、
そ
の
た
め
に
新
王
朝
意
識
の
創
出
よ
り
も
、
政
権
の
安
定
化
と
自
身

が
正
統
な
天
子
で
あ
る
こ
と
を
内
外
に
宣
明
す
る
た
め
の
儀
礼
整
備
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
る
。

第
二
章
「
日
本
に
お
け
る
昊
天
祭
祀
の
受
容
」
は
、
昊
天
祭
祀
が
天
命
思
想
に
基
づ
き
、
桓
武
天
皇
が
天
智
天
皇
系
新
王
朝
の
創
設
を
期
し
て

実
施
し
た
と
い
う
通
説
の
再
考
を
促
し
た
も
の
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
昊
天
祭
祀
は
、
奈
良
時
代
に
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
大
学

頭
の
経
験
も
あ
る
桓
武
天
皇
は
、
そ
の
意
義
な
ど
を
深
く
理
解
し
た
上
で
、
み
ず
か
ら
の
正
統
性
を
示
し
、
な
お
か
つ
皇
位
と
国
家
の
安
定
を
保

つ
た
め
に
こ
の
祭
祀
を
行
っ
た
と
説
く
。

第
三
章
「
奈
良
時
代
に
見
ら
れ
る
郊
祀
の
知
識
」
で
は
、
『
経
国
集
』
所
載
の
「
天
平
三
年
（
七
三
一
）
五
月
八
日
」
の
「
対
策
」
か
ら
、
正

月
上
辛
の
郊
祀
は
天
平
三
年
（
七
三
一
）
の
段
階
で
日
本
の
官
人
た
ち
が
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
桓
武
天
皇
が
行
な
っ
た
郊
祀

は
、
桓
武
天
皇
朝
あ
る
い
は
そ
の
直
前
の
宝
亀
年
間
に
導
入
さ
れ
た
知
識
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
奈
良
時
代
の
初
め
か
ら
日
本

に
存
在
し
、
吉
備
真
備
の
帰
朝
や
宝
亀
度
の
遣
唐
使
な
ど
に
よ
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
知
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
究
す
る
。

第
四
章
「
山
陵
祭
祀
よ
り
見
た
皇
統
意
識
の
再
検
討
」
は
、
平
安
時
代
に
は
荷
前
別
貢
幣
に
お
い
て
天
智
天
皇
陵
・
光
仁
天
皇
陵
・
桓
武
天
皇

陵
の
三
陵
が
永
世
不
廃
の
山
陵
と
し
て
奉
幣
の
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
る
。
通
説
で
は
、
こ
れ
を
天
智
天
皇
系
の
直
系
皇
統
意
識
に
よ



る
も
の
と
み
る
が
、
著
者
は
、
様
々
な
要
素
が
複
合
的
に
絡
み
合
っ
て
お
り
、
天
智
天
皇
系
の
直
系
皇
統
意
識
の
み
で
考
え
る
と
矛
盾
が
生
じ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
天
智
天
皇
・
光
仁
天
皇
・
桓
武
天
皇
は
、
系
図
上
直
系
に

が
る
と
い
う
皇
統
意
識
を
超
越
し
、
律
令
国
家
の
形
成

と
展
開
に
偉
大
な
業
績
の
あ
っ
た
天
皇
と
し
て
崇
敬
・
顕
彰
す
る
意
味
で
、
永
世
不
廃
の
奉
幣
の
対
象
と
な
り
つ
づ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察

す
る
。

第
五
章
「
古
代
日
本
の
宗
廟
観
」
で
は
、『
続
日
本
紀
』
延
暦
十
年
（
七
九
一
）
三
月
条
に
記
述
さ
れ
る
「
国
忌
省
除
令
」
に
つ
い
て
の
考
察
。

従
来
の
学
説
で
は
、
こ
れ
は
中
国
の
「
宗
廟
」
の
例
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
宗
廟
制
を
日
本
に
導
入
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ

に
対
し
て
著
者
は
、
『
日
本
書
紀
』
以
下
の
宗
廟
に
関
す
る
用
例
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
延
暦
十
年
の
国
忌
省
除
令
の
段
階
で
、
中
国
の
宗
廟

祭
祀
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
は
断
定
し
が
た
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
日
本
で
は
、
中
国
の
宗
廟
の
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、
宗
廟
制
度
の
明
確

な
導
入
は
行
わ
れ
ず
、
荷
前
奉
幣
な
ど
の
山
陵
祭
祀
が
中
心
で
、
祭
祀
の
場
と
し
て
の
「
山
陵
」
と
「
宗
廟
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
り
、
「
宗
廟
」
の
呼
称
は
、
国
家
の
守
護
的
な
要
素
を
持
つ
場
合
に
の
み
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
の
区
別
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
平
安
時
代
後
期
以
後
に
、
伊
勢
の
神
宮
や
八
幡
神
に
対
し
て
「
宗
廟
」
の
呼
称
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
中
世
の
宗
廟
観
の
形

成
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

第
六
章
「
「
不
改
常
典
」
に
関
す
る
覚
書
」
で
は
、
天
智
天
皇
系
直
系
皇
統
意
識
の
再
検
討
と
い
う
立
場
か
ら
、
「
不
改
常
典
」
「
天
智
天
皇
の

定
め
た
法
」
を
取
り
扱
っ
た
も
の
。
続
日
本
紀
の
用
例
を
検
討
し
、
①
こ
の
よ
う
な
法
の
発
言
者
は
、
あ
く
ま
で
も
先
帝
（
太
上
天
皇
）
で
あ
り
、

即
位
に
際
し
て
新
帝
へ
教
示
さ
れ
る
「
法
」
で
あ
る
こ
と
、
②
「
不
改
常
典
」
法
は
奈
良
時
代
以
降
に
断
絶
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
桓
武
天

皇
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
た
「
天
智
天
皇
の
定
め
た
法
」
も
持
統
天
皇
に
ま
で
は
遡
れ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
③
光
仁
天
皇
は
、
「
不

改
常
典
」
に
関
す
る
何
ら
か
の
知
識
を
有
し
、
そ
の
認
識
は
父
で
あ
る
施
基
皇
子
が
、
天
武
天
皇
の
諸
皇
子
と
と
も
に
鵜
野
皇
后
（
持
統
天
皇
）

を
母
と
す
る
「
一
母
同
産
」
の
処
遇
を
受
け
て
い
た
こ
と
よ
り
、
持
統
天
皇
か
ら
施
基
皇
子
・
光
仁
天
皇
へ
と
受
け
継
が
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と

推
測
す
る
。

以
上
が
、
第
一
～
六
章
の
論
旨
の
要
旨
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
堅
実
な
考
証
を
駆
使
し
た
論
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
根
底
に
共
通
す
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
瀧
川
政
次
郎
氏
以
来
の
革
命
思
想
説
へ
の
批
判
で
あ
る
。
天
武
天
皇
系
か
ら
天
智
天
皇
系
へ
の
皇
統
の
移
行
は
断
絶
し
た
も
の
で
は
な

く
、
一
系
的
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
新
説
を
受
け
て
、
著
者
は
、
平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
儀
礼
の
整
備
に
つ
い
て
も
、
そ
の
観

点
か
ら
再
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
れ
が
、
第
一
部
所
収
の
諸
篇
で
あ
る
。



た
し
か
に
、
各
章
を
読
む
と
、
必
ず
し
も
通
説
が
盤
石
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
っ
て
、
著
者
が
、
平
安
時
代
前
期
の
重
要
な
儀
礼
整

備
と
そ
の
背
景
を
、
当
時
の
現
実
的
具
体
的
な
政
治
的
文
化
的
要
因
に
求
め
、
虚
心
に
検
討
し
直
し
た
こ
と
は
、
先
駆
的
な
試
み
と
し
て
そ
れ
な

り
の
意
義
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
研
究
姿
勢
と
成
果
は
、
高
く
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
通
説
に
も
な
お
成
立
の
餘
地
は
残
る
の
で
あ
っ

て
、
今
後
も
継
続
し
て
多
方
面
か
ら
こ
の
問
題
の
究
明
に
あ
た
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
つ
づ
く
第
二
部
は
、
古
代
の
朝
廷
に
お
け
る
年
中
儀
礼
の
中
心
と
も
い
え
る
正
月
儀
礼
の
整
備
と
変
質
に
つ
い
て
考
察
し
た
八
章
よ
り

構
成
さ
れ
る
。
第
Ⅰ
部
と
は
異
な
り
、
個
別
研
究
の
集
成
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
の
で
、
一
篇
ご
と
に
講
評
を
加
え
る
。

第
七
章
「
天
地
四
方
拝
の
受
容
」
で
は
、
我
が
国
へ
の
『
礼
記
』
の
伝
来
と
そ
の
受
容
及
び
天
皇
が
天
子
と
し
て
天
地
四
方
を
拝
す
る
（
祭
る
）

に
至
っ
た
事
情
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
『
礼
記
』
の
思
想
に
基
づ
き
、
天
子
の
み
に
許
さ
れ
た
「
天
地
四
方
」
を

拝
す
る
こ
と
は
、
嵯
峨
天
皇
朝
に
至
り
、
天
皇
親
ら
が
、
天
地
四
方
を
拝
し
国
家
と
人
民
の
安
寧
を
祈
る
「
元
旦
四
方
拝
」
の
新
儀
を
立
制
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
説
く
。
そ
の
背
景
に
、
天
皇
兄
弟
を
巻
き
込
ん
で
政
権
抗
争
が
二
世
代
に
続
け
て
発
生
し
、
平
城
上
皇
の
重
祚
を
は
か
っ
て

平
城
京
に
移
り
、
天
皇
と
対
立
す
る
と
い
う
薬
子
の
変
が
契
機
と
な
っ
た
と
考
察
す
る
。
こ
の
変
が
発
端
と
な
っ
て
、
蔵
人
所
の
設
置
、
太
上
天

皇
制
の
成
立
、
後
院
の
あ
り
方
な
ど
宮
廷
諸
制
度
が
嵯
峨
天
皇
に
よ
っ
て
改
革
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
穏
当
な
推
論
と
思
わ

れ
る
。

第
八
章
「
唐
帝
拝
礼
作
法
管
見
」
で
は
、
『
大
唐
開
元
礼
』
の
記
載
か
ら
、
唐
の
皇
帝
が
先
祖
祭
祀
の
場
合
に
の
み
「
再
拝
又
再
拝
（
両
段
再

拝
）
」
の
拝
礼
作
法
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
日
本
に
お
け
る
「
元
旦
四
方
拝
」
の
二
陵
拝
や
荷
前
別
貢
幣
に
お
け
る
「
両
段
再
拝
」
も

中
国
皇
帝
の
先
祖
祭
祀
の
拝
礼
作
法
に
影
響
を
受
け
た
可
能
性
を
、
い
ま
一
度
検
討
す
る
必
要
性
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
拝
礼
作
法
の
起
拝

や
拍
手
の
問
題
に
は
言
及
し
て
い
な
い
の
は
惜
し
ま
れ
る
が
、
中
国
皇
帝
の
先
祖
祭
祀
に
お
け
る
四
拝
の
確
認
と
そ
の
影
響
を
指
摘
し
た
嚆
矢
と

し
て
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
、
日
本
の
朝
賀
に
お
け
る
天
皇
へ
の
拝
礼
、
元
旦
四
方
拝
に
お
け
る
天
皇
の
二
陵
（
二
親
）
拝
に
み
ら
れ
る
両
段
再
拝

が
、
中
国
の
四
拝
の
直
接
的
影
響
と
み
る
の
に
は
、
慎
重
で
あ
り
た
い
。

第
九
章
「
儀
仗
旗
」
に
関
す
る
一
考
察
」
で
は
、
日
本
の
儀
礼
で
も
使
用
さ
れ
る
四
神
旗
・
万
歳
旗
が
、
隋
の
文
帝
が
北
周
の
制
を
改
定
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
儀
仗
旗
が
、
推
古
天
皇
十
一
年
（
六
〇
三
）
十
一
月
ま
で
に
は
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ま
た
『
正
倉
院
文
書
』
所
収
の
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
十
月
二
十
五
日
牒
に
よ
り
淳
仁
天
皇
即
位
の
三
ヶ
月
後
に
儀
仗
旗
の
製
作
が
進
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
、
天
皇
の
御
代
替
わ
り
ご
と
に
儀
仗
旗
が
造
替
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
儀
仗
旗
が
御
代
ご
と
に
作
成
さ



れ
て
い
た
か
は
、
い
ま
ひ
と
つ
確
証
を
欠
く
が
、
蓋
然
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

第
十
章
「
正
月
朝
覲
行
幸
成
立
の
背
景
」
で
は
、
「
太
上
天
皇
を
謁
す
る
儀
」
に
つ
い
て
は
承
和
初
年
の
段
階
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
が
あ
っ

た
が
、
「
天
子
の
孝
の
実
践
」
儀
礼
と
し
て
、
ふ
さ
わ
し
い
名
称
が
摸
索
さ
れ
、
最
終
的
に
「
朝
覲
」
が
採
用
さ
れ
た
も
の
と
推
測
し
、
そ
れ
が

仁
明
天
皇
の
皇
太
子
時
代
の
東
宮
学
士
で
あ
っ
た
滋
野
貞
主
の
学
問
的
な
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
本
篇
は
、
中
国
で
は
臣

下
が
天
子
を
拝
謁
す
る
場
合
の
儀
礼
と
さ
れ
る
「
朝
覲
」
が
、
日
本
に
定
着
す
る
過
程
を
考
究
し
た
好
論
で
あ
る
。

第
十
一
章
「
朝
賀
儀
と
天
皇
元
服
・
立
太
子
」
で
は
、
清
和
天
皇
朝
以
降
、
幼
帝
の
出
現
に
よ
っ
て
朝
賀
儀
が
衰
退
を
見
せ
る
な
か
で
、
天
皇

元
服
の
年
に
実
施
さ
れ
た
朝
賀
儀
に
注
目
し
、
成
年
の
天
皇
と
し
て
始
め
て
群
臣
た
ち
の
前
に
出
御
し
て
君
臣
の
関
係
を
再
確
認
す
る
こ
と
と
な

っ
た
か
ら
、
成
年
の
天
皇
と
し
て
の
「
即
位
式
」
に
相
当
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
論
じ
る
。
妥
当
な
推
論
で
あ
る
が
、
毎
年
恒
例
に
行
わ
れ

な
く
な
っ
た
時
代
の
朝
賀
儀
は
天
皇
元
服
以
外
に
も
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
実
施
理
由
や
、
そ
の
意
味
合
い
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、

『
西
宮
記
』
の
儀
式
文
は
、
源
高
明
が
実
際
に
経
験
し
た
儀
礼
を
反
映
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
の
指
摘
は
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

第
十
二
章
「
延
長
七
年
元
日
朝
賀
儀
の
習
礼
」
で
は
、
『
醍
醐
天
皇
御
記
』
と
『
吏
部
王
記
』
を
手
が
か
り
に
、
実
際
の
朝
賀
儀
の
様
子
を
探

る
。
朝
賀
儀
が
毎
年
恒
例
で
は
な
く
な
っ
た
た
め
に
習
礼
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
に
『
儀
式
』
な
ど
の
儀
式
書
で
は
な
く
『
外
記
日
記
』
が
参
照

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
れ
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
頃
よ
り
儀
式
行
事
執
行
に
広
く
認
め
ら
れ
る
あ
り
方
で
あ
る
。
ま
た
習

礼
の
様
子
か
ら
、
藤
原
仲
平
が
儀
礼
作
法
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
す
る
。

第
十
三
章
「
小
朝
拝
の
成
立
」
で
は
、
小
朝
拝
は
天
皇
の
御
在
所
に
お
け
る
拝
礼
儀
礼
で
あ
り
、
毎
年
恒
例
の
朝
賀
儀
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
御
在
所
の
天
皇
に
対
し
て
、
臣
下
た
ち
の
「
内
々
の
私
的
な
拝
礼
」
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
の

原
形
は
文
徳
天
皇
・
清
和
天
皇
朝
に
成
立
し
た
と
み
る
こ
と
が
可
能
と
す
る
。
初
見
史
料
よ
り
宇
多
天
皇
朝
と
み
る
の
が
通
説
的
見
解
で
あ
る
が
、

小
朝
拝
成
立
の
諸
要
素
が
文
徳
・
清
和
天
皇
朝
に
既
に
整
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原
初
的
な
成
立
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

最
後
の
第
十
四
章
「
皇
后
拝
賀
儀
礼
と
二
宮
大
饗
」
で
は
、
皇
后
拝
賀
儀
と
東
宮
拝
賀
儀
は
、
元
日
朝
賀
儀
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
持
っ
た
儀

礼
で
あ
り
、
本
来
は
拝
礼
を
中
心
と
し
た
儀
礼
に
、
『
儀
式
』
に
は
み
え
な
い
饗
宴
部
分
が
、
貞
観
十
七
年
（
八
七
五
）
以
前
、
お
そ
ら
く
は
文

徳
天
皇
朝
以
降
に
附
加
さ
れ
た
も
の
と
論
じ
る
。
そ
し
て
朝
賀
儀
が
行
わ
れ
ず
元
日
節
会
の
み
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
皇
后
拝
賀
儀
も
儀

礼
の
中
心
が
饗
宴
部
分
に
移
行
、
延
喜
年
間
以
降
に
「
大
臣
大
饗
」
が
正
月
儀
礼
と
し
て
成
立
・
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
名
称
に
な
ら

っ
て
「
二
宮
大
饗
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
定
す
る
。
た
だ
、
本
篇
で
は
元
日
節
会
に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
今



後
は
、
正
月
儀
礼
全
体
の
変
遷
か
ら
儀
礼
構
造
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

以
上
、
各
章
に
わ
た
り
、
そ
の
概
要
と
と
も
に
必
要
に
応
じ
て
講
評
を
加
え
、
特
筆
す
べ
き
点
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
き
た
。
論
証
の
未
熟
な

点
、
今
後
の
課
題
と
す
べ
き
点
も
少
な
く
な
い
が
、
本
論
文
は
全
体
と
し
て
、
平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
儀
礼
秩
序
の
構
築
過
程
の
解
明
と
い
う

目
的
の
た
め
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
手
堅
い
研
究
で
あ
り
、
近
年
の
数
あ
る
古
代
儀
礼
史
研
究
の
水
準
を
一
歩
進
め
る
内
容
を
備
え
て
い
る
と
判
断

さ
れ
る
。
特
に
一
部
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
桓
武
天
皇
朝
の
儀
礼
整
備
が
天
智
天
皇
系
新
王
朝
意
識
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
の
見
解
は
、
当
該

研
究
史
に
対
す
る
重
要
な
問
題
提
起
で
あ
る
だ
け
に
、
今
後
さ
ら
に
研
究
が
深
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
第
二
部
の
平
安
時
代
前
期

の
正
月
儀
礼
の
整
備
と
変
質
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
礼
楽
思
想
の
具
体
的
な
受
容
導
入
を
調
査
し
な
が
ら
、
受
容
し
た
要
因
や
時
代
背
景
等
も
総

合
的
に
考
察
し
て
新
見
解
を
披
瀝
し
て
お
り
、
独
自
の
価
値
と
意
義
を
も
ち
、
関
連
研
究
を
裨
益
す
る
内
容
を
も
つ
と
認
め
ら
れ
る
。
因
み
に
、

本
論
文
に
お
い
て
著
者
が
一
部
着
手
し
て
い
る
よ
う
に
、
今
後
、
中
国
の
膨
大
な
礼
楽
思
想
体
系
を
我
が
国
が
い
か
に
理
解
し
受
容
し
て
い
っ
た

の
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
彼
我
の
相
違
に
留
意
し
な
が
ら
、
主
体
的
自
主
的
態
度
で
導
入
が
図
ら
れ
て
い
っ
た
実
態
を
精
細
に
跡
づ
け
て
い
く
こ
と
が
、

古
代
朝
廷
儀
礼
史
研
究
の
重
要
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

叙
上
の
よ
う
な
著
者
の
積
極
進
取
な
研
究
姿
勢
と
そ
の
成
果
を
綜
合
的
に
判
断
し
て
、
本
論
文
は
、
博
士(

文
学)

論
文
に
値
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
と
判
断
し
、
こ
こ
に
、
審
査
の
結
果
を
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
。




